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「福井新元気宣言」推進に関する政策合意  
 
 
 私は、知事の政策スタッフとして、「福井新元気宣言」に掲げられた「元気

な社会」、「元気な産業」、「元気な県土」、「元気な県政」の４つのビジョンを

着実に実現していくため、県民の理解と参加を得ながら、責任を持って職務

を遂行し、次に掲げる施策・事業について重点的に実施することを西川一誠

知事と合意します。  
 
 平成２１年４月  
 
                  福 井 県 知 事        西 川  一 誠  
 
                   土 木 部 長  近 藤    幸 次  
                                     
 
Ⅰ 「新元気宣言」を推進するための２１年度の基本方針  

 

・道路交通ネットワークの整備  
     高規格幹線道路を骨格とする有機的な道路ネットワークの整備を

推進するとともに、既設の道路を的確に維持管理して安全かつ確実

な交通の確保に努めます。  
 

・高速交通時代に適合した魅力あるまちづくり  
     福井駅周辺地域等で良好な市街地の形成を推進するとともに、伝

統的な建築物の保全や、景観に配慮した街路整備などを行います。

また、消雪施設や歩道・自転車道など県民の生活に密着した施設を

整備し、県民一人ひとりが誇りを持ち、快適に暮らせるまちづくり

を推進します。  
 

・自然災害に対する安全・安心の確保  
     災害の回避や軽減に必要な情報提供などソフト面の充実とあわせ

て、河川などを的確に維持・改修し、自然災害に対する県民の安全

と安心を確保します。  
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・「ふくいランドスケープ構想」の具体化 

     地域住民が市町と協力して行う景観づくり活動を支援するととも

に、山の切崩しの抑制や、良好な景観を阻害する屋外広告物等の基

準見直し、福井固有の伝統的民家などの保全と活用に努め、自然、

歴史、文化などが織りなすふくいの景観を守り育てます。 
 
 
Ⅱ ２１年度の施策  
 
 １ 経済・雇用対策 

 

  ◇ 中小企業の経営支援【部局連携】 

 

   ・公共工事の早期発注 

 公共工事の地元発注、早期発注に努めることで経済・雇用対策の

効果を早期に発現するために、平成２１年度について上半期で発注

率８割台を確保します。また、課題解決プロジェクトチームを編成

し、より効率的な発注方策を検討、実施します。 

 

 
 
 

   ・中小企業の新分野進出に対する支援 

中小企業の新分野進出を支援するため、低利融資や保証制度の特

例、補助金といった各種支援制度について、各業界の組合や関係団

体、ふくい産業支援センター、商工会議所、商工会等を通じて周知

し、新分野進出企業を創出します。 

特に建設業については、建設業連合会や産業支援センターに設置

されている相談窓口などの各種支援制度を建設業者に周知し、利用

を促します。 

さらに、課題解決プロジェクトチームを編成して、企業の新分野

進出を支援する体制づくりを進め、具体的な支援の方策を検討しま

す。 

 

 

 

 

平成２１年度上半期発注率                   ８０％以上  

（平成２０年度上半期 ６９％）  

経営革新承認を受けて新分野に進出する中小企業者数        ３８１社  

（平成１１～２０年度 ３４１社）              （４０社の増）

 うち建設業者数（平成１１～２０年度  ３０社）          ３５社 

                               （５社の増）

建設業者の新分野進出を支援する制度を普及・周知するための説明会の参加者数 

 （平成２０年度 ５９５社）                  ６００社 
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 ２ 営業力の強化 

 

  ◇「ふるさと営業」政策【部局連携】 

 

   ・空き家情報の提供 

 本県に移住を希望される方や子育て世帯の住まいに、地域の優良

な空き家を、持家としてだけではなく、借家としても提供できるよ

う、「ふくい空き家情報バンク」への登録を拡充します。  
 
 
 
 
 
 ３ 女性活躍社会 

 

  ◇ 日本一の子育て応援システム【部局連携】 

 

   ・歩行者や自転車に配慮した道路空間の再整備 

 交通死傷事故件数が多く、歩行者等の安全な通行を確保する必要

性の高い「あんしん歩行エリア」内の通学路の歩道整備や段差解消

を実施し、安全確保に努めます。 

 また、引き続き、段差解消や路面表示などを行い、自転車走行環

境の整備を進めます。 

 

 

 

 

 

 
 
 

あんしん歩行エリア内の整備による安全な通行の確保           ３８㎞  
（平成２０年度末 ３５㎞）                   （３㎞の増）

自転車レーンの整備による安全な走行空間の確保  
平成２１年度完成（福井市大和田地区、敦賀市川西・川東地区） 約１．５㎞  

 平成２１年度新規着手                                             約４㎞  
(フェニックス通り、さくら通り、芦原街道～足羽山周辺 ) 
                               

「ふくい空き家情報バンク」への新規登録戸数            １５０戸  

（平成２０年度末の登録戸数 ５５戸） 
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 ４ 日本一の安全･安心 

 

  ◇ 自然災害に対する安全・安心の確保【部局連携】  
 

   ・ハザードマップと避難体制の整備 

 ハザードマップの作成支援や土砂災害警戒区域等の指定を行い、

危険箇所の情報を市町の防災計画に的確に反映させ、消防団や自主

防災組織の防災訓練に活用します。  
     また、避難に必要な情報を迅速に伝達するため、雨量、水位など

のリアルタイム情報をインターネット、携帯メールで配信します。  
 
 
 
 
 
 

   ・防災対策の整備促進 

 県内の各河川について、治水対策の現状の把握・課題の抽出を行

い、防災対策をレベルアップします。  
治水対策が必要な河川については、河床の掘削や護岸の河川改修

を実施するとともに、土砂の浚渫を計画的・効率的に行います。  
     また、土砂災害の危険性が高い箇所において、砂防えん堤などの

対策工事を実施します。  
 

   
 
 
 
 
 

   ・足羽川ダムの整備促進 

 足羽川ダムについては、早期に工事に着手できるよう、環境アセ

スメント手続きおよび補償関係調査の推進を国に働きかけます。  
また、水源地域対策特別措置法に基づく水源地域整備計画の策定

を国、町と協力して進めます。  
国、県、池田町で構成する足羽川ダム建設事業推進協議会を通し

て、ダム事業のコスト縮減に取り組みます。  

必要な治水対策が完成する河川数                      ６河川 

 (平成２０年度末 ３河川)                   （３河川の増）

河川における浚渫促進(平成２０年度 4.2 万 m3)              １０万 m3 

土砂災害対策工事の実施により土砂災害を防止する箇所数     ７８か所整備 

（平成２０年度末 ６３か所整備）              （１５か所の増） 

洪水・土砂災害ハザードマップの作成                 １７市町 

（平成２０年度末 １３市町）          （４市町の増 全市町で作成完了）

土砂災害警戒区域等の指定数                 １０，３９１か所 

（平成２０年度末 ７，８９１か所）          （２，５００か所の増）
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   ・道路雪対策 

 除雪対策としては、緊急性の高い路線から順次消雪施設を整備す

るとともに、降雪期前にパトロールを実施し、積雪によって道路に

倒れかかるおそれのある木の事前伐採を行い、積雪時の円滑な交通

を確保します。  
 

 
 
 
 
   ・木造住宅の耐震化 

  木造住宅の耐震化を促進するため、耐震診断や補強プランの作成、

耐震改修工事に対する支援を、市町と連携して推進します。  
また、耐震改修への助成に地域住宅交付金を十分に活用できるよ

う、国に働きかけます。  
さらに、県民の耐震化への意識高揚を図る説明会や、建築関係団

体と協力して建築士等の技術力向上のための講習会を開催します。  
 
 
 
 

 

 
５ 高速交通時代のにぎわい交流まちづくり 

 

◇ 高速交通ネットワークの整備促進【部局連携】 

 

・舞鶴若狭自動車道の整備促進 

 舞鶴若狭自動車道については、未買収の用地の取得を促進すると

ともに、平成２３年度の部分開通予定（小浜西・小浜間）および平

成２６年度の全線開通予定（小浜・敦賀間）をそれぞれ一日でも早

めるため、高速道路株式会社に強く働きかけます。  
 

耐震診断・補強プランが作成される木造住宅戸数           ２，０３７戸 

（平成２０年度末 １，７８７戸）               （２５０戸の増）

耐震化が図られる木造住宅戸数（平成２０年度 ５９戸）         １２０戸  

消雪設備の整備による円滑な交通の確保(平成２０年度末 ２９４km)  ３０２㎞ 

                               （８km の増） 
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   ・中部縦貫自動車道の整備促進 

 中部縦貫自動車道については、永平寺大野道路の早期全線整備を

引き続き目指すとともに、特に未着工区間の用地買収および工事を

促進します。また、平成２０年度末に事業化された大野油坂道路の

大野東～和泉間の早期着工を国に強く働きかけます。  
 

 

  ◇ 県内の道路交通ネットワークの整備・保全  
 

   ・県内主要道路の整備促進 

 県内の主要道路については、高規格幹線道路と連結する基幹的な

道路ネットワークを優先し、整備に努めます。事業の執行に当たっ

ては、県民の利便性、効果、効率性、優先度を見極めて県民とのコ

ミュニケーションを十分とりながら進めていきます。  
 

 
 
 
 

   ・既存の道路ストックの有効活用 

 県が管理する２，３４６橋（２ｍ以上）の橋梁について平成２０

年度に引き続き長寿命化修繕計画の策定を進めるとともに、調査結

果に基づき、緊急を要する橋梁から耐震、塗装等の予防保全対策を

実施します。  
また、既存の道路敷地を有効に活用して交差点に右折レーンを設

置するなど、さらに渋滞緩和を進めます。  
 

 
 
 
 
 

主要道路の供用路線数                      １７路線 

（平成２０年度末 １１路線）           （６路線の増：国道１６２号、

３０５号、寺武生線など） 

橋梁の長寿命化保全対策        ３６橋 

渋滞を緩和する主要交差点数                    ２９か所 

（平成２０年度末 ２２か所）                  （７か所増）
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  ◇ 新幹線時代を迎えるまちづくり【部局連携】 

    

   ・福井駅西口の整備 

 西口駅前広場については、交通結節機能の向上を図るため、電車

やバスが乗り入れられるよう広場の拡張整備を進めます。 

 また、西口中央地区の再開発については、駅周辺の様々な動き等

も踏まえ、事業主体である福井市等関係者と総合的・長期的な視点

から議論し、協力していきます。 

 

   ・えちぜん鉄道勝山永平寺線の高架による福井駅乗入れ 

 高架による福井駅への乗入れについては、高架の構造、施工方法、

都市計画変更の内容等について、国や関係機関と引き続き協議を行

い、事業化に向けた手続きを進めます。 

 

   ・福井駅西口地下駐車場の利便性向上 

 福井駅西口地下駐車場については、管理運営業務推進委員会を通

じて指定管理者と緊密に連携し、ＪＲ福井駅周辺におけるイベント

広報を積極的に行い集客を図るほか、定期券利用の促進、１００円

単位の割引券導入による利便性向上などにより利用促進を図ります。 

 

 

 

 

 

   ・都市機能集約型のまちづくり 

「コンパクトで個性豊かなまちづくりの推進に関する基本的な方

針」に基づき、市町と連携して中心市街地の活性化を図るとともに、

大規模集客施設等の適正立地を進めることを目的とした都市計画を

策定する関係市町に対し、必要な支援を行います。 

 

 

 

 
 

１日平均利用台数                        ６００台  

（平成２０年度の１日平均利用台数  ５３２台） チャレンジ目標 ６２０台  

（平成２１年３月の１日平均利用台数 ６０８台）  

新たに内閣総理大臣の認定を受けて中心市街地活性化を進める市町     ４市  

（平成２０年度末 ３市）                     （１市の増）
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  ◇ 敦賀港、福井港の利用促進【部局連携】 

 

   ・敦賀港の利用促進 

敦賀市、（社）敦賀港貿易振興会などの関係機関とともに、県内外

の企業に積極的にポートセールスを実施します。併せて船会社に対

して中国航路等の就航を働きかけ、外貿コンテナ貨物取扱量の増加

を図ります。 

また、鞠山南多目的国際ターミナルについては、平成２２年秋の

本格供用開始に向け、埠頭用地等の整備を進めるとともに、民間活

力を活かした管理運営組織を１１月を目途に設立します。 

                  
 
 
    

 
 

◇ 環境に配慮した社会資本の整備 

 

   ・環境配慮の推進 

 社会資本の整備に当たっては、設計、資材調達および工事の実施

などあらゆる面において、環境に配慮した整備の検討、導入を進め

ます。 

 
・福井県汚水処理施設整備構想の見直し 

 公共下水道、農業集落排水施設等や合併処理浄化槽の整備を効率

的に行うため、学識経験者等で構成する検討会を開催し、各市町の

実情に最も適した整備手法を検討していきます。  
 

   ・環境に配慮した良質住宅の普及 

県産材を活用した、断熱性能の高い、優良な在来木造住宅の取得

を支援します。 

 

 
 
 

県産材を４０％以上活用した高断熱仕様の木造住宅の普及戸数    １００戸  
（平成２０年度 ３９戸）  

敦賀港 外貿定期コンテナ航路貨物取扱量          ８，０００TEU 

（平成２０年 ６，０００TEU）      チャレンジ目標 １０，０００TEU  

※TEU（twenty-foot equivalent units）：20 フィート(約６メートル)大のコンテナ
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   ・地域との共動による道路、河川環境の向上 

 地域住民、企業等との共動により、河川での草刈・清掃、歩道内

の花の植栽、危険箇所の情報提供を行う「川守」「道守」について、

地域ぐるみの継続的な活動が行われるよう促進します。  
 

 
 
 
 
 ６ 夢と誇りのふるさとづくり 

 

  ◇「ふくいランドスケープ構想」【部局連携】 

 

   ・景観資源の発掘と活動の推進 

 美しい風景を再発見し守り育てていくため、保全活動など住民等

との関わりが見える景観の選定を行う市町を支援します。 

 また、地域住民が市町と協働して行う先進的なモデルとなる景観

づくり活動を支援します。 

 

 

 

 

   ・魅力ある夜間景観の創出 

 福井市が策定した夜間景観ガイドラインに沿って、市や民間団体

などと連携し、道路照明のオレンジ色化等を進めるとともに、夜間

景観ウォークを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川守参加者数（平成２０年度末 ７４，５８０人）      ７５，０００人 

道守参加者数（平成２０年度末 １０，２９０人）      １３，０００人 

新たな夜間景観施設    幸橋の親柱（橋の四隅に立つ柱）  

道路照明のオレンジ色化（平成２０年度末 ５．９ｋｍ）    １１．０ｋｍ  

（５．１ km の増：福井市フェニックス通り（裁判所前～田原町、大名町～毛矢）、

芦原街道（松本通り～九十九橋）、城の橋通り（幸橋北詰～柴田神社）など）  

守り育てるべき景観の選定を行う市町数        ９市町  

先進的なモデルとなる景観づくり活動を行う団体数       ３団体  
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   ・屋外広告物に係る基準の見直し 

 良好な景観を保全するため、設置できる案内広告物の個数や範囲

を制限するなど、屋外広告物条例を改正します。 

 また、屋外広告業者への指導・監督を公正かつ客観的に行うため

の基準や、公告物の色彩、デザイン等に係るガイドラインを策定し

ます。 

 

   ・標識等の集約化と無電柱化の推進 

 歩道等の整備に合わせ、移設が必要な標識等については、電柱や

照明柱と柱の共有化を行い、道路標識等の集約化を図り景観を阻害

している標識を減少させます。 

 また、福井市中心市街地の主要な道路などにおいて、無電柱化を

推進します。 

 

 

 

 

   ・景観影響開発の抑制 

 土砂採取などによる山の切り崩しについて、砂防や土採取など各

法令等に基づく規制対象を拡大するとともに、建設発生土利用促進

委員会が中心となって、建設残土、河川等の浚渫土の公共工事間で

の再利用、公募による民間利用を拡大し、景観に影響を及ぼす開発

を抑制します。 

 また、開発関連要綱等に基づき跡地の緑化を推進します。 

 

   ・伝統的民家の保存・活用 

 「ふくいの伝統的民家」の認定を進めるとともに、伝統的民家や

歴史的建造物、県指定文化財の保全・改修に対する支援を関係市町

とともに行います。 

 また、伝統工法の技能を次世代に継承するために、引き続き棟梁

講座を開催するとともに、伝統的技能を習得している建築技能者に

ついて広く情報を発信します。 

 

 

 

 

 

ふくいの伝統的民家認定件数                     ６００件  

（平成２０年度末 ４５４件）               （１４６件の増）

標識の集約化による標識等の減少（平成２０年度 １５か所）    １２か所  

福井市中心市街地における無電柱化（平成２０年度末 ９１％） ９５％に拡大  
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   ・街なみ環境の改善 

 街なみ環境整備計画に基づいて市町が実施する、建物の外観の改

善、道路や水路の改良等に対し、適切な助言を行い、良好な事例を

紹介するなどの支援を行います。 

 

 

 

 

 ７ 行財政構造改革 

 

  ◇ 土木３公社の整理合理化 

 

・公社合理化の実行 

  平成２２年度の解散に向けて、住宅供給公社の未分譲宅地の販売

を推進します。土地開発公社の保有土地についても、精力的に民間

企業等への売却を推進します。  
     また、道路公社においては、解散を含めそのあり方について検討

します。  
 
 
 
 

住宅供給公社未分譲宅地の販売区画数（平成２０年度 ９区画）   ２２区画  

土地開発公社の保有土地売却数（平成２０年度 １件）          ３件  

街なみ環境の改善が図られる地区数                   ２地区 

（平成２０年度 ２地区）    （坂井市三国町湊町地区、大野市城下町地区）
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○ ４年間の目標数値 

４年間（平成１９～２２年度）の施策を通じて次の目標の実現を目指します。 

指標名 １８年度の現状 ２０年度の現状 ２１年度の目標 
２２年度末 

までの目標 

歩行者等の安全な

通 行 を確 保 する必

要性の高い「あんし

ん歩行エリア」内の

歩道延長 

累計２８ｋｍ 累計３５ｋｍ 累計３８ｋｍ 累計４０ｋｍ

県民が住宅に満足

を感じる割合 

６０％

（平成１５年度）
６７％ ６８％  ７０％以上

必要な治水対策が

完成する河川数 
（２５河川改修中）

２年間で

３河川改修完了

（２０年度２河川

改修完了）

３年間で 

６河川改修完了 

（２１年度３河川

改修完了） 

４年間で

７河川改修完了

洪 水 、土 砂 災 害 ハ

ザ ー ド マ ッ プ の 作

成 

４市町 １３市町
１７市町 

（全市町） 

１７市町

（全市町）

土 砂 災 害 対 策 を

実施する箇所 
（１６２か所整備中）

２年間で

６３か所整備

（２０年度２２か所

整備）

３年間で 

７８か所整備 

（２１年度１５か所

整備） 

４年間で

１００か所整備

消 雪 設 備 の 整 備

延長 
２７６ｋｍ ２９４ｋｍ ３０２ｋｍ ３１０ｋｍ

舞 鶴 若 狭 自 動 車

道の事業進捗 

小浜西・敦賀間

用地買収 

９８％ 

用地買収

９９．７％

用地買収 

９９．８％ 

用地買収

約１００％

中 部 縦 貫 自 動 車

道の整備 

越坂トンネル、

永平寺西・東間

開通

３．２ｋｍ区間

上志比・勝山間

開通７．９㎞

大野東・和泉間

の新規事業

採択１４㎞区間

永平寺大野間用

地買収９４％ 

大野東・和泉間

の現地調査 

未着工区間の着工

（福井北・

永平寺西間）

（永平寺東・

上志比間）

（大野東・和泉間）

コ ン パ ク ト シ テ ィ を

目 指 し 、 郊 外 で の

大 規 模 集 客 施 設

立 地 を規 制 する市

町数 

－ ５市 ５市 ６市町

県内の主要道路の

供用路線数 
－

２年間で

１１路線

（２０年度８路線）

３年間で 

１７路線 

（２１年度６路線） 

４年間で

１４路線供用開始

⇒２０路線供用開始



13 

  

指標名 １８年度の現状 ２０年度の現状 ２１年度の目標 
２２年度末 

までの目標 

渋 滞 を緩 和 する主

要交差点数 

１２か所

（平成１５～ 

１８年度）

２年間で

２２か所

（２０年度１３路線）

３年間で 

２９か所 

（２１年度７路線） 

４年間で

３４か所

河 川 での草 刈 、清

掃 、花 の植 栽 を行

う川守参加者数 

７３，０００人 ７4，５８０人 ７５，０００人 
７５，０００人

⇒７５，５００人

歩 道 内 の清 掃 、除

草 、 花 の 植 栽 、 道

路の危険箇所等の

情 報 提 供 を行 う道

守参加者数 

１７６人 １０，２９０人 １３，０００人 
１３，０００人

⇒１５，０００人

ふくいの伝 統 的 民

家認定件数 
１３０件 ４５４件 ６００件 

７００件

⇒７５０件

 


